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１ 警備業者の状況

(1) 警備業者数

警備業者 ４条 数は 表１のとおり 平成１５年１２月末現在 ９ １３１業者であ（ ） 、 、 、 ，

る。

警備業法施行当時（昭和４７年１１月）と比べて、１１．８倍に増加し、前年より３３２

業者（３．５％）減少している。

最近５年間の状況は 平成１１年が３７２業者 ４ ０％ 増 平成１２年が１７８業、 （ ． ） 、

者（１．８％）増、平成１３年が４４８業者（４．５％）減、平成１４年が１１業者（

０ １％ 減であり 昭和４７年から平成１２年まで一貫して増加傾向にあったが 平成． ） 、 、

１３年に初めて減少した。

表１ 警備業者数の推移

区分 年次 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年

警備業者数 9,722 9,900 9,452 9,463 9,131

（ 指 数 ） (100) (102) (97) (97) (94)

(2) 警備業者の営業所の数別状況

平成１５年末における全国の警備業者 ９ １３１業者 が全国の都道府県に設けてい（ ， ）

る営業所の総数は１３，６５６である。

そのうち 警備業者の営業所数別状況は 表２のとおりであり 主たる営業所のみ設け、 、 、

ている警備業者が７ ５６２業者で 全体の８２ ８％ 営業所の数が５以下の警備業者， 、 ． 、

が、８，９１２業者で全体の９７．６％を占めている。

表２ 警備業者の営業所の数別状況（平成１５年末）

警備業者数 構成比
総 数 ９，１３１

０ ９３ １．０
１ ７，５６２ ８２．８
２ ７９７ ８．７
３ ２４５ ２．７
４ １２９ １．４
５ ８６ ０．９

６～９ １２７ １．４
１０～１９ ６３ ０．７
２０～２９ １６ ０．２
３０ 以上 １３ ０．１

注：本年から、警備業者の認定を受けた都道府県における営業所の数だけでなく、他の

都道府県を含む全国の営業所の数を計上している。



(3) 警備業者の他の都道府県における業務実施状況

平成１５年１２月末現在の警備業者が認定を受けた都道府県以外の都道府県において業

務を実施している状況をみると 表３のとおり 法第５条前段の規定による届出をして他、 、

の都道府県に営業所を設けている警備業者 ５条前段業者 は延べ２ ３１０業者で 前（ ） ， 、

年に比べ１２６業者減少し 法第５条後段の規定による届出をして他の都道府県において、

業務を実施している警備業者（５条後段業者）は、延べ３，１８９業者で、前年に比べ

１０９業者増加している。

表３ 警備業者の他の都道府県における業務実施状況（平成１５年末）

種 別 業 者 数 前 年 比

４ 条 業 者 ９，１３１ －３３２

５条前段業者 ２，３１０ －１２６

５条後段業者 ３，１８９ ＋１０９

計 １４，６３０ －３４９

(4) 売上高

ア 売上高の総額

売上高の総額は、３兆２，２２２億４，６００万円で、前年（２兆７，４９７億

６，０００万円）より、４，７２４億８，８００万円（１７．２％）増加した。

また １業者当たりの売上高は３億５ ２８９万円で 前年 ２億９ ０５８万円 よ、 ， 、 （ ， ）

り、６，２３１万円（２１．４％）増加した。

イ 警備業者の売上高別状況

警備業者の売上高別状況は 表４のとおり 売上高が１ ０００万円未満の警備業者は、 、 ，

２，７３９業者で全体の３０．０％、売上高が５，０００万円未満の警備業者は４ ９４６，

業者で全体の５４ ２％を占めており 警備業者の過半数が売上高５ ０００万円未満の． 、 ，

業者である。



表４ 警備業者の売上高別状況（平成１５年中）

売 上 高 別 警備業者数 構成比(%)

総 数 ９，１３１

１ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満 ２，７３９ ３０．０

１，０００～３，０００万円未満 １，４５７ １６．０

３，０００～５，０００万円未満 ７５０ ８．２

５，０００～ １ 億 円 未 満 １，２４９ １３．７

１ 億 ～ ２ ０ 億 円 未 満 ２，３７９ ２６．１

２０億 ～ ５ ０ 億 円 未 満 １６８ １．８

５０億 ～１００ 億 円 未 満 ５５ ０．６

１ ０ ０ 億 円 以 上 ４７ ０．５

注：全国警備業協会が、警備業者８，８４４業者を対象に、売上高別状況

について調査を行ったものである。

(5) 警備員

ア 警備員数及びその雇用別の年別推移

警備員数は 表５のとおり 平成１５年１２月末現在で ４５万９ ３０５人で 前年、 、 、 ， 、

より ２万２ ４９５人 ５ １％ 増加しており 警備業法施行当時 ４万１ １４６、 ， （ ． ） 、 （ ，

人）と比べると１１．２倍となっている。

警備員の雇用別状況では、常用警備員は３５万８，６０７人で、前年より１万９，８２７

人（５．９％）増加し、臨時警備員は１０万０，６９８人で、前年より２，６６８人

（ ． ） 。 、 ． 。２ ７％ 増加している 警備員総数に占める臨時警備員の割合は ２１ ９％である

表５ 警備員数及びその雇用別の年別推移（各年末）

区分 年次 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年

総 数 406,109 422,851 446,703 436,810 459,305
（ 指 数 ） (100) (104) (110) (108) (113）

常用警備員 306,935 319,512 341,264 338,780 358,607
（ 指 数 ） (100) (104) (111) (110) (117)

臨時警備員 99,174 103,339 105,439 98,030 100,698
（ 指 数 ） (100) (104) (106) (99) (102)

臨 時
（％） 24.4 24.4 23.6 22.4 21.9

総 数



イ 警備員の男女別・雇用別状況

警備員の男女別は 表６のとおりであり 女子の警備員は２万７ ６３５人で 全警備、 、 ， 、

員数の６．０％を占めている。

また、女子警備員の３０．８％は臨時警備員である。

表６ 警備員の男女別・雇用別状況（平成１５年末）

臨時警備員の割合警備員総数 常用警備員 臨時警備員

警備員総数 459,305 358,607 100,698 21.9

男子警備員 431,670 339,494 92,176 21.4

女子警備員 27,635 19,113 8,522 30.9

6.0% 5.3% 8.5%女子警備員の割合

ウ 警備業者の警備員数別状況

警備業者の警備員数別状況は、表７のとおり、警備員数５０人未満の警備業者が

７，１７７業者で、全体の７８．６％を占めている。

表７ 警備業者の警備員数別状況（平成１５年末）

警備員数別 警備業者数 構成比(%)

総 数 ９，１３１

５ 人 以 下 ２，２９９ ２５．２

６～ ９ 人 ９７７ １０．７

１０～ １９ 人 １，６０３ １７．６

２０～ ２９ 人 １，０２８ １１．３

３０～ ４９ 人 １，２７０ １３．９

５０～ ９９ 人 １，０９１ １１．９

１００～４９９人 ７７４ ８．５

５００～９９９人 ５３ ０．６

１，０００人以上 ３６ ０．４

注：本年から、警備業者の認定を受けた都道府県における営業所だけでなく、他の都道

府県を含む全国の営業所に所属する警備員の数を計上している。



(6) 警備業務種別ごとの警備業の状況

ア 警備業務の種別ごとの警備業者数及び警備員数

警備業務の種別ごとの警備業者は、表８のとおりである。

表８ 警備業務の種別ごとの警備業者数（平成１５年末）

警備業者数等
警 備 業 者 数 構 成 比

警備業務の種別
総 数 ９，１３１

常 駐 ４，４７８ ４９．０
１ 巡 回 ７４３ ８．１

空 港 保 安 ４４ ０．５
機 械 ８７５ ９．６

号 住宅を対象 ５１７ ５．７
６９１ ７．６住 宅 以 外 を 対 象

総 計 ４，７５９ ５２．１
交 通 誘 導 ４，７９７ ５２．５

２
雑 踏 １，５３７ １６．８

号
総 計 ５，０５０ ５５．３
貴重品運搬 ３６１ ４．０

３ 現 金 輸 送 ３１９ ３．５
１１２ １．２現金輸送以外の貴重品運搬

号 １０ ０．１核 燃 料 物 質 等 運 搬
そ の 他 ７ ０．１
総 計 ３７３ ４．１

４ 身 辺 ７７ ０．８
号 ６５ ０．７緊 急 通 報 サ ー ビ ス

総 計 １３４ １．５

注１：警備業者が２以上の業務を実施している場合は、その業務ごとにそれぞれ１として計

上している（ 総数」及び各号の「総計」については複数計上していない 。「 。）

２：表中の「巡回」警備業務とは、複数の警備業務対象施設を車両等で巡回するなど、警

備業務対象施設に常駐せずに盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。

３：表中の「現金輸送」警備業務とは、貴重品運搬警備業務のうち現金の運搬に係るもの

をいう。

４：表中の「貴重品の運搬」警備業務の「その他」とは、一般の危険物などの運搬警備業

務をいう。

５：表中の「緊急通報サービス」とは、隔地の人の身辺に備えた機器を通じて、その身体

に対する危害の発生を警戒し、防止する業務をいう。

６： 構成比」は、各種別の警備業務を行う警備業者の数の警備業者の総数に対する百分「

比である。

７：本年から、警備業者の認定を受けた都道府県における営業所だけでなく、他の都道府

県を含む全国の営業所に係る警備業務の種別を計上している。



(7) 機械警備業の状況

ア 概要

機械警備業の全体的状況は 表９のとおりであり 機械警備業者数は平成１５年１２月、 、

末現在８９０業者で、前年より２１業者（２．３％）減少している。

機械警備業務対象施設数は ２０５万９ ３８４箇所で 前年 １１６万４ ５４２箇、 ， 、 （ ，

所）より８９万４，８４２箇所（７６．８％）増加している。

表９ 機械警備業者・基地局・機械警備業務対象施設等の数（各年末）

年 次 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年
区 分

機 械 警 備 業 者 数 789 812 891 911 890
（ 指 数 ） (100) (103) (113) (115) (113)

基 地 局 数 1,216 1,228 1,221 1,121 1,113
（ 指 数 ） (100) (101) (100) (92) (92)

待 機 所 数 8,331 8,736 8,873 8,592 8,883
（ 指 数 ） (100) (105) (107) (103) (107)

専 従 警 備 員 数 30,689 33,110 34,637 32,919 32,151
（ 指 数 ） (100) (108) (113) (107) (105)

うち 基地局勤務員数 4,874 4,990 5,429 4,967 4,469
（ 指 数 ） (100) (102) (111) (102) (92)

専 用 巡 回 車 数 10,459 13,479 13,670 13,450 18,270
（ 指 数 ） (100) (129) (131) (129) (175)

対 象 施 設 数 957,312 1,086,246 1,236,142 1,164,542 2,059,384
（ 指 数 ） (100) (113) (129) (122) (215)

注：本年から、機械警備業者が機械警備業務開始の届出をした都道府県内の待機所及び対象施

設だけでなく、他の都道府県を含む全国の数を計上している。

イ 機械警備業者の規模別状況

表１０ 機械警備業者当たりの基地局、機械警備業務対象施設等の数の状況

区 分 総 数 １ 業 者 当 た り
機 械 警 備 業 者 数 ８９０
基 地 局 数 １，１１３ １．３
待 機 所 数 ８，８８３ １０．０
専 従 警 備 員 数 ３２，１５１ ３６．１
うち 基地局勤務員数 ４，４６９ ５．０

専 用 巡 回 車 数 １８，２７０ ２０．５
機械警備業務対象施設数 ２，０５９，３８４ ２３１３．９

注：本年から、機械警備業者が機械警備業務開始の届出をした都道府県内の待機所及び

対象施設だけでなく、他の都道府県を含む全国の数を計上している。



表１１ 対象施設数別の基地局等の数

対象施設数 基地局数 待機所数 専従警備 巡回車数 対象施設総数
員数

総 数 1,113 8,883 32,151 18,270 2,059,384

2 0 0 未 満 714 1,695 8,382 3,532 52,319

2 0 0 ～ 4 9 9 135 727 3,708 1,637 45,442

5 0 0 ～ 9 9 9 83 688 1,945 791 53,686

1,000～1,999 42 513 1,283 619 62,525

2,000～4,999 63 1,670 4,412 1,431 199,173

5,000～9,999 41 1.616 4,326 1,990 296,456

10,000～49,999 33 1,877 6,934 2,905 556,595

50,000～99,999 0 0 0 0 0

1 0 0 , 0 0 0以上 2 97 1,161 5,365 793,188

注：本年から、機械警備業者が機械警備業務開始の届出をした都道府県内の待機所及び

対象施設だけでなく、他の都道府県を含む全国の数を計上している。

ウ 機械警備業者の即応体制の整備状況

過去５年間における機械警備業者の即応体制の整備状況は、表１２のとおりである。

平成１５年末の即応体制の整備状況をみると 警備員配置率 対象施設１００箇所当た、 （

） 、 ． （ ． ） 、 。 、りの専従警備員数 は １ ５６人 前年２ ８３人 であり 前年より減少した また

巡回車配置率（対象施設１００箇所当たりの専用巡回車数）は、０．８９台（前年１ １５．

台）であり、前年より減少した。

表１２ 機械警備業者の即応体制の整備状況の年別推移（各年末）

年 次 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年
区 分

警備員配置率 3.20 3.05 2.80 2.83 1.56

巡回車配置率 1.09 1.24 1.11 1.15 0.89

巡回車配車率 2.93 2.46 2.53 2.46 1.76

注１：警備員配置率とは、対象施設１００箇所当たりの専従警備員数を表す。

２：巡回車配置率とは、対象施設１００箇所当たりの専用巡回車数を表す。

３：巡回車配車率とは、巡回車１台当たりの警備員数を表す。



２ 検定の実施状況

警備員等の検定制度は 昭和６１年に開始されて以来 都道府県公安委員会が学科試験、 、

等を行う方法（以下「直接検定」という ）と(社)全国警備業協会及び(財)空港保安事業。

センターが行う指定講習を修了した者に対して学科試験及び実技試験を免除して行う方法

とにより行われている（指定講習における１級講習は平成３年に開始 。。）

平成１５年末における検定取得者数の累計は、表１３のとおり、１級検定延べ５ ３５３，

、 ， 、 、人 ２級検定延べ９万４ ５６２人であり １級検定取得者の全警備員に占める割合は

１．２％、２級検定取得者の全警備員に占める割合は、２０．６％である。

表１３ 検定取得の状況（平成１５年末）

空港保安 常駐 交通誘導 計核燃料物質運搬 貴重品運搬

1 （累計） 1,228 465 1949 0 1711 5,353級検定取得者

平成１５年中 209 215 360 0 216 1,000

2 （累計） 3,728 12,863 66,301 367 11,303 94,562級検定取得者

平成１５年中 650 2,757 6,122 31 791 10,351

注１：表中の常駐警備は、空港保安警備を除く。

２：表中の貴重品運搬警備は、核燃料物質等運搬警備を除く。

３ 警備業者に対する行政処分の実施状況

、 。最近５年間における警備業者に対する行政処分の実施状況は 表１４のとおりである

平成１５年中における警備業者に対する行政処分の実施件数をみると、指示が１２９

件、営業停止が１１件、認定の取消しが５件、総数１４５件であり、前年より１件（

０．７％）減少した。

表１４ 行政処分件数の年別推移（各年中）

区分 年次 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年

総 数 ９３ １３４ １３７ １４６ １４５

指 示 処 分 ６９ １０４ １２５ １２７ １２９

営業停止処分 ２１ ２４ １１ １６ １１

認定取消処分 ３ ６ １ ３ ５




